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三重県最低賃金が改定されました。
令和６年
10月1日から〈時間額〉 1,023円 50円

令和6年度　全国労働衛生週間を迎えて

　全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職
場環境の改善など「労働衛生」に関する国民の
意識を高め、職場の自主的な活動を促して労働
者の健康を確保することを目的として、毎年実
施しています。
　75回目を迎える本年度は、
「推してます みんな笑顔の 健康職場」

をスローガンとして展開します。
　三重県内の労働衛生を取り巻く状況をみる
と、労働者の作業行動に起因する腰痛が職業性
疾病の６割を占め、さらに、就業人口の高齢化
に伴い60歳以上の高年齢労働者が占める割合は
増加傾向にあります。
　また、三重県内で働く労働者の年間総実労働
時間は、中長期的には減少傾向にあるものの、
長時間労働による健康障害の発生は後を絶た
ず、令和５年度の過重な仕事が原因で発症した
脳・心臓疾患による労災認定件数は６件で、前
年度に比べ大幅に増加しました。

　さらに、何らかのメンタルヘルス対策に取り
組んでいる事業場の割合は、労働者数50人以上
の事業場では９割を超えているものの、労働者
50人未満の事業場では７割に満たず、業務上に
よるメンタルヘルス疾患による労災認定件数は
増加傾向にあり、令和５年度は県別の公表以
降、過去最多の25件が労災認定されています。
　加えて、化学物質による疾病が、業種を問わ
ず発生しています。
　このような状況を踏まえ、令和５年度からス
タートした「三重労働局第14次労働災害防止計
画（計画期間：令和５年度～令和９年度）」で
は、高年齢労働者の健康や体力づくりなどエイ
ジフレンドリーガイドラインに基づく対策の推
進、長時間労働による健康障害防止対策やメン
タルヘルス対策などの産業保健活動の推進、自
律的な管理による化学物質対策などを重点に定
め推進しています。
　皆様方におかれましては、経営トップの強い
決意のもと、労使協力により自主的な労働衛生
活動を展開し、すべての働く人々が心身ともに
健康で安心して働き続けることができる職場環
境を構築していただくことを祈念いたします。
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三重県内の労働災害発生状況

《本年度のスローガン》

令和6年度（第75回）令和6年度（第75回）

「推してます　みんな笑顔の　健康職場」

全国労働衛生週間全国労働衛生週間
　三重県内の労働衛生を取り巻く状況をみると、労働者の作業行動に起因する腰痛が職業性疾病の６割を占め、就業人
口の高齢化に伴い60歳以上の高年齢労働者が占める割合は増加傾向にあります。
　三重県で働く労働者の年間総実労働時間は、中長期的には減少傾向にあるものの、長時間労働による健康障害の発生
は後を絶たず、昨年度の過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患による労災認定件数は６件で、前年度に比べて大幅
に増加しました。
 また、何らかのメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は、労働者50人以上の事業場では９割を超えているも
のの、労働者50人未満の事業場では７割に満たず、業務上のメンタルヘルス疾患による労災認定件数は増加傾向にあり、
昨年度は県別の公表以降、過去最多の25件が労災認定されています。
　さらに、産業界では何万種類もの化学物質が使用され、これら化学物質による疾病が、業種を問わず発生しています。
　労使協力により自主的な労働衛生活動を展開し、すべての働く人々が心身ともに健康で安心して働き続けることができ
る職場環境をつくりましょう。    

◆化学物質規制の仕組みが変わります
　規制対象物質が拡大されるとともに、リスクアセスメント実施を義務化とし、リスク評価に基づき
「自立的な管理」によるばく露低減措置などが必要となります

※「三重労働局労働衛生特設ページ」に各分野の解説や関連リーフレット、
三重労働局長メッセージ等を掲載しています。
　URL:https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/roudoueisei.html 

～労働衛生に関するお知らせ～

アクセス

● 過重労働による健康障害防止対策
● 職場におけるメンタルヘルス対策
● 職場における転倒・腰痛災害の予防対策
● 化学物質による健康障害防止対策
● 石綿による健康障害防止対策
● 職場の受動喫煙防止対策

《労働衛生の重点事項》

● 治療と仕事の両立支援対策
● 職場の熱中症予防対策の推進
● テレワークでの労働者の作業環境、健康確保
● 小規模事業場における産業保健活動の充実
● 女性の健康課題への取組
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0
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資料出所：三重労働局「死亡災害速報」及び「労働者死傷病報告」　　（ 新型コロナウイルス感染症を除く ）
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 １　ベストプラクティス企業との意見交換
三重労働局長が長時間労働の削減など過重労働解消に向けて積極的に取り組んでいる企業（ベストプラ
クティス企業）及びその取引先（発注者）と意見交換を行います。
 ２　全国一斉の無料電話相談
令和６年11月２日（土）、「過重労働解消相談ダイヤル」（フリーダイヤル：0120－794－713）を

開設するとともに11月１日～７日を「過重労働相談受付集中期間」とし相談に対応します。
 ３　取組要請、周知・啓発
長時間労働削減に向け、労働組合や使用者団体に対し、取組を要請するとともに、使用者団体には「し
わ寄せ」防止の働きかけも行います。
また、リーフレットの作成、ホームページの活用等により、過労死等防止啓発の趣旨やキャンペーンの
内容を広く周知・啓発します。
 ４　重点監督の実施
長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場など過重労働が懸念される
事業場に対し、重点監督を実施します。
 ５　「過労死等防止対策推進シンポジウム」の開催

 １　ベストプラクティス企業との意見交換
三重労働局長が長時間労働の削減など過重労働解消に向けて積極的に取り組んでいる企業（ベストプラ
クティス企業）及びその取引先（発注者）と意見交換を行います。
 ２　全国一斉の無料電話相談
令和６年11月２日（土）、「過重労働解消相談ダイヤル」（フリーダイヤル：0120－794－713）を

開設するとともに11月１日～７日を「過重労働相談受付集中期間」とし相談に対応します。
 ３　取組要請、周知・啓発
長時間労働削減に向け、労働組合や使用者団体に対し、取組を要請するとともに、使用者団体には「し
わ寄せ」防止の働きかけも行います。
また、リーフレットの作成、ホームページの活用等により、過労死等防止啓発の趣旨やキャンペーンの
内容を広く周知・啓発します。
 ４　重点監督の実施
長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場など過重労働が懸念される
事業場に対し、重点監督を実施します。
 ５　「過労死等防止対策推進シンポジウム」の開催

三重労働局の取組内容

　過労死等防止対策推進法で
は、国民の間に広く過労死等を
防止することの重要性について
自覚を促し、これに対する関心
と理解を深めるため、毎年11月
を「過労死等防止啓発月間」と
定めています。
　国民一人ひとりが自身にも関
わることとして過労死等とその
防止に対する理解を深めて「過
労死ゼロ」の社会を実現しまし
ょう。

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です
同月間に「過重労働解消キャンペーン」を実施します。

主催：厚生労働省
後援：三重県
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議

近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の
尊い命が失われ、また心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族等にも
ご登壇をいただき、過労死等防止対策推進法施行から10年、改めて
過労死等の現状や課題、防止対策について考えます。

2024年11月21日(木)
13：30～15：30（受付13：00～）

日 時

働く人々のための
ハラスメント防止とその対策
静岡社会健康医学大学院大学准教授
/代々木病院精神科医師 天笠  崇 氏

津市アストプラザ 4F
アストホール
(津市羽所町700番地 アスト津）

会 場

過労死等防止対策推進シンポジウム

過労死をゼロにし、健康で充実して
働き続けることのできる社会へ

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です｡

参加
無料
事前申込

基調講演

三重
場会

二次元バーコードを
読み込んで下さい。
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三重県最低賃金三重県最低賃金

1,023円1,023円
50円 UP50円 UP

◇最低賃金引上げ支援策は、右ページをご覧ください。◇最低賃金引上げ支援策は、右ページをご覧ください。

令和6年10月1日から令和6年10月1日から
時間額時間額

三重県内で働く
全ての労働者に
適用されます。

三重県内で働く
全ての労働者に
適用されます。

第 205 号 令和 6年10月 1 日

最低賃金に関するお問い合わせは　三重労働局　労働基準部　賃金室　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL　059（226）2108へ

〇労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取組を行った事業主に助成します。

(注 )１,２年目は取組から 6ヶ月ごとに支給申請（１回あたり 10万円支給）
※助成額は中小企業の場合。大企業の場合は 3/4 の額。
※1年目に（1）①、2年目に（2）の助成も受給可 (併用メニュー）。
（上述を除き、1人に対して 2つ以上のメニューの助成は受けられま
  せん。）

要件 週所定労働時間
の延長

賃金の
増額

1人当たり
助成額

1人当たり
助成額

（１）手当等支給メニュー

三重労働局職業安定部職業対策課
TEL 059-226-2111

キャリアアップ助成金について
(厚生労働省ウェブサイト )

賃金の 15％以上を追加支給
（社会保険適用促進手当等）

4時間以上
3時間以上
4時間未満
2時間以上
3時間未満
１時間以上
2時間未満

①

②

③

1年目　
 20万円(注)

30万円

－
５％以上

10％以上

15％以上

2年目　
 20万円(注)

3年目　
 10万円(注)

賃金の 15％以上を追加支給
（社会保険適用促進手当等）他

賃金を 18％以上増額
（労働時間延長による手取り増も含む）

（２）労働時間延長メニュー

キャリアアップ助成金｢社会保険適用時処遇改善コース｣
※令和６年 10月の社会保険の適用拡大に伴って、新たに加入対象となる
　労働者に対して以下の取組を行う場合、本助成金を活用できます。



労 基 み え ⑸

最低賃金引上げの支援策

業務改善助成金

賃上げコース区分
30円コース

45円コース

60円コース

90円コース

30万円～130万円

45万円～180万円

60万円～300万円

90万円～600万円

助成上限額 ３％以上５％未満増額改定
した場合 ５万円

６万5,000円５％以上増額改定した場合

活用例

活用のポイント

賃上げ＋設備投資

三重労働局雇用環境・均等室
TE L  0 5 9 - 2 2 6 - 2 1 1 0

三重労働局職業安定部職業対策課
TE L  0 5 9 - 2 2 6 - 2 1 1 1

・賃上げと設備投資等を含む生産性向上
　に資する計画を作成
・中小企業が利用できる
・助成額は、賃金の引上げ額、引上げ
　労働者数等によって決まる
・設備投資等は、交付決定を受けた後
　　

業務改善助成金

・賃金規定等の改定キャリアアップ計画
　を作成
・中小企業と大企業が利用できる
・助成額は、1人当たり定額
・最低賃金の改定に伴う賃金規定等の
　改定をした場合も助成対象

賃上げ

活用のポイント

活用例

キャリアアップ助成金
（賃金規定等改定コース）

第 205 号 令和 6年10月 1 日

事業場内最低賃金を引き上げ、
設備投資等を行った中小企業
に、その費用の一部を助成しま
す。中小企業で働く労働者の賃
金引上げのための生産性向上の
取組が支援対象です。

30人の事業場で、事業場内最低賃金労働
者5名の時給を45円引き上げた場合、設
備投資にかかった費用に対し最大10０万
円が助成されます。

中小企業が賃金規定等を５％増額改定し、
10名の有期雇用労働者の賃上げを実施し
た場合、65万円支給されます。

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定
等を３％以上増額 改定し、その規定を
適用させた場合に助成します。
パートタイム労働者など非正規雇用労
働者の賃金引上げが対象です。

検索 キャリアアップ助成金 検索

1人当たりの助成額（大企業の場合は２/３）
１事業所あたりの上限は100人分
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労 基 み え ⑹

〈集計対象〉三重県内の常時雇用する労働者が21人以上の企業3,108社〈大企業(301人以上規模):157社、中小企業(21～300人規模): 2,951社〉    

令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果の概要

 １　65歳までの「高年齢者雇用確保措置※」
　　を実施済みの企業の状況 

４　70歳以上まで働ける制度のある企業の状況

（1）高年齢者雇用確保措置の実施状況
雇用確保措置の実施企業 100.0％

66歳以上まで働ける制度のある企業は、49.6％
大企業30.6%、中小企業50.6%

（２）65歳定年企業の状況
65歳定年企業は、24.6％

70歳以上まで働ける制度のある企業は、47.7%

【実施企業3,108社の措置内訳】

66.9%

全企業
24.6％

301人以上
14.0％

21～300人
25.2％

全企業
49.6％

301人以上
30.6％

21～300人
50.6％

継続雇用制度の導入
2,080社

定年の引上げ
895社

定年制の廃止
133社

28,8%

4.3%

 2　66歳以上まで働ける制度のある企業の状況

※高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条第１項に基づく、①定
年制の廃止、②定年の引上げ、③継続雇用制度（再雇用制度・勤務延
長制度等）の導入の３つの措置をいう。

※「⑤その他66歳以上まで働ける制度」とは、業務委託等その他企業の
実情に応じて何らかの仕組みで66歳以上まで働くことができる制度を
導入している場合を指す。
※本集計は、原則小数点第２位以下を四捨五入しているため、一部合計
が一致しない箇所がある。

※令和2年度までは31人以上の企業を集計対象としていたが、令和3年
度より21人以上の企業を集計対象としている。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

第 205号 令和 6年10月 1 日

70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済み※の
企業は、34.2％　大企業18.5%、中小企業35.0%

 ３　70歳までの高年齢者就業確保措置の
　　 実施状況

※「70歳までの就業確保措置実施済み」とは、法令の定めに基づいた適
正な手続きを経て、定年制の廃止、定年の引上げ、継続雇用制度もし
くは創業支援等措置の導入のいずれかの措置を講ずることにより、
70歳までの就業機会の確保を実施している場合を指す。なお、「定年
の引上げ」は70歳以上の定年の定めを設けている企業を、「継続雇用
制度の導入」は定年年齢は70歳未満だが継続雇用制度の上限年齢を
70歳以上としている企業を、「創業支援等措置の導入」は定年年齢及
び継続雇用制度の年齢は70歳未満だが創業支援等措置の年齢を70歳
以上としている企業を、それぞれ計上している。
※「就業確保措置相当の措置実施」とは、「70歳までの就業確保措置実
施済み」と同様の措置を70歳未満の年齢まで導入している場合を指す。
※本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているため、一部合計
が一致しない箇所がある。

①定年制の廃止

②66歳以上定年

①定年制の廃止

②定年の引き上げ

③希望者全員66歳以上の
継続雇用制度

③継続雇用制度の
導入

⑤その他66歳以上
まで働ける制度※

④基準該当者66歳以上の
継続雇用制度

24.6% 766社

22社

744社

766社

22社

744社

47.7%
44.3

24.6 25.8

30.5
33.2

36.6

42.5

14.0%

25.2%

1,482社※

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④創業支援等措置の導入
※三重県内では実施企業無し

⑤就業確保措置相当
の措置実施※

⑥その他未実施

1,542社

48社

1,494社

1,542社

48社

1,494社

全企業
34,2％

301人以上
18.5％

21～300人
35.0％

4.3%4.2% 13.7%

10.2%

13.9% 13.6%14.3%

11.5% 8.9%

14.1% 13.3%

4.5% 4.4%

4.5%

3.2%

2.0%
18.5%

3.3%

3.2%

78.3%

62.9%27.2%

 1,063社

 29社

 1,034社

 1,063社

 29社

 1,034社

4.3% 2.1%

26.8% 63.7%
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障害者の職業紹介状況
　三重労働局は、令和５年度のハローワークを通じた障害者の職業紹介状況をとりまとめました。
○新規求職申込件数は、3,867 件 ( 対前年度比 7.5％増加 ) で、精神障害者が約半数となった。
○就職件数は、1,726 件 ( 対前年度比 5.0％増加 ) で、障害種別では、身体、知的、精神障害者で各々
対前年度比 3.9％、17.2％、5.6％増加し、その他の障害者で、33.7％減少した。精神障害者の新規
求職申込件数、就職件数の増加傾向は継続した。
○産業別の就職件数は、多い順に、「医療・福祉」（652件、構成比 37.8％）、「製造業」(262 件、同 15.2％)、
「サービス業」(220 件、同 12.7％)、「卸売業・小売業」(155 件、同 9.0％) などとなった。　　

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

新規求職申込件数

就職件数

3,867
3,597

2,750 2,830 2,783 3,015 3,124
3,331 3,243 3,364

1,726

【就職件数及び新規求職申込件数の推移】

〇就職件数等における障害種別の割合（令和５年度）　
【新規求職申込件数】

〈計 3,867件〉 〈計 1,726件〉

【就職件数】

〇産業別・職業別の就職状況（令和５年度）　
【産業別の就職状況】 【職業別の就職状況】

207件 5.4% 61件 3.5%

1022件
24.6%

396件
22.9%

327件
18.9%491件

12.7%

農林漁業, 34件, 2.0%
鉱業等, 0件, 0.0% 管理的職業,

2件, 0.1%

建設・採掘の職業, 
28件, 1.6%

輸送・機械運転の職業,
57件, 3.3%

専門的・技術的職業, 
98件, 5.7%

運搬・清掃・包装等
の職業, 

595件, 34.5%

事務的職業, 
295件, 17.1%

販売の職業,
 60件, 3.5%

保安の職業,
 39件, 2.3%

農林漁業の職業, 
73件, 4.2%

生産工程の職業, 
289件, 16.7%

サービスの職業, 
190件, 
11.0%

2147件
55.5%

942件
54.6%

身体障害者
知的障害者
精神障害者
その他

5年度

1,6441,495 1,513 1,545 1,693 1,720 1,674 1,573 1,624

4年度26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 2年度 3年度

建設業, 55件, 3.2%

製造業,
 262件, 
15.2%

電ガ熱水, 
1件, 0.1%

情報通信, 
7件, 0.4%

運輸郵便, 
80件, 4.6%

不動産 物品賃貸, 
9件, 0.5%

学術研究, 専門技術,
 20件, 1.2%

宿泊,飲食
サービス, 64件,3.7%生活関連サービス娯楽,

 32件, 1.9%

教育，学習支援業,
20件, 1.2%

医療福祉,
 652件, 37.8%

複合サービス業,
19件, 1.1%

サービス業, 
220件, 
12.7%

公務・その他, 
81件, 4.7%

金融保険, 
15件, 0.9%

卸売小売,
 155件, 
9.0%



◆ 令和７年１月１日から健康診断結果報告など労働安全衛生の一部の手続きの
　「電子申請が原則義務化」となります。

定期健康診断結果報告　　　　　心理的な負担の程度を把握
有害な業務の歯科健康診断報告　するための検査結果等報告
有機溶剤健康診断結果報告　　　じん肺健康管理実施状況報告
安全衛生管理者・安全管理者　　労働者死傷病報告
衛生管理者・産業医の選任報告

労働衛生に関するお知らせ

①育児休業取得者の業務を代替する周囲の
労働者に手当を支給した場合

③育児休業取得者の代替要員を新規雇用（派遣受入含む）で確保した場合

以下①②の合計額を支給
（最大125万円）

①業務体制整備経費：5万円
（育休１か月未満の場合は2万円）

②手当支給総額の3/4（※1）
（上限10万円/月、12か月まで）

代替期間に応じた額を支給

最短：7日以上14日未満　   9万円
最長：6か月以上　　　  67.5万円

代替する労働者に支給した手当の額に応じて、助
成金の支給額が増額されます。

代替要員が業務を代替した期間に応じて、助成金の支給額が増額されます。

②短時間勤務中の業務を代替する周囲の労
働者に手当を支給した場合

以下①②の合計額を支給
（最大125万円）

①業務体制整備経費：2万円

②手当支給総額の3/4
（上限3万円/月、子が3歳になるまで）

育児のための短時間勤務制度利用中の労働者の業
務代替への手当支給について、新たに助成金の対
象になりました。

育児休業や短時間勤務の利用期間中の
業務代替を支援します

～両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設～

～電子申請が原則義務となる報告～ 詳しくはこちら
　　　↓

⑼労 基 み え第 205号 令和 6年10月 1 日

三重労働局雇用環境・均等室
TE L  0 5 9 - 2 6 1 - 2 9 7 8

両立支援等助成金　厚生労働省 検索

⑻労 基 み え第 205号 令和 6年10月 1 日

11月は｢労働保険未手続事業一掃強化期間｣です

電話：059－226－2100 又は、最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）
三重労働局総務部労働保険徴収室

　労働保険（「労災保険」と「雇用保険」の総称）は政府が管理し、運営する強制保険です。　　　
　農林水産業の一部を除き、労働者を１人でも雇用している場合、事業主又は労働者の意思の有無にか
かわらず成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

　厚生労働省では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」として全国で集中的に取組み、三重労
働局では、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会三重支部と連携して、労働保険未手続事業場を戸
別訪問する等により、手続勧奨を行っています。

（注１）雇用保険の被保険者とならない場合もあります。
※建設業の現場労災保険については、適用要件が異なります。

労 働 保 険

　労働者が業務上の事由、二以上の事業の業務
を要因とする事由又は通勤が原因で負傷した場
合、病気になった場合や不幸にも死亡された場
合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保
険給付を行います。
　また、労働者の社会復帰促進など、福祉の増
進を図るための事業も行っています。

　労働者が失業した場合や雇用の継続が困難と
なる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用
の安定を図るとともに、再就職を促進するため
必要な給付を行います。
　また、労働者の能力の開発や向上等労働者の
福祉の増進を図るための事業も行っています。

労災保険（労働者災害補償保険）とは 雇用保険とは

労働者を雇用していますか？

労働保険の成立手続が必要です 労働保険の成立手続の必要はありません
今後、労働者を雇用した場合は、労働保険の手続が必要です。

している

いる

いない

していない

１週間の所定労働
時間が２０時間
以上であり、
３１日以上の雇用
の見込がある者

労災保険及び
雇用保険（注１） 
の両保険加入

労災保険のみ
加入

➡➡
➡

➡ ➡

➡

➡

➡

労働保険の成立手続を怠っていると？
１．遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します
２．労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します
３．助成金が受けられません

労働保険の成立手続はおすみですか事業主の皆様へ

管轄の労働基準
監督署へ
｢保険関係成立
届」
｢概算保険料申
告書｣を提出し
てください。

管轄の公共職業
安定所へ
｢雇用保険適用
事業所設置届」
｢被保険者資格
取得届｣を提出
してください。

事業主のあたりまえ川柳

ひとりでも  働く職場に  労働保険 詳しくはこちら▶



◆ 令和７年１月１日から健康診断結果報告など労働安全衛生の一部の手続きの
　「電子申請が原則義務化」となります。

定期健康診断結果報告　　　　　心理的な負担の程度を把握
有害な業務の歯科健康診断報告　するための検査結果等報告
有機溶剤健康診断結果報告　　　じん肺健康管理実施状況報告
安全衛生管理者・安全管理者　　労働者死傷病報告
衛生管理者・産業医の選任報告

労働衛生に関するお知らせ

①育児休業取得者の業務を代替する周囲の
労働者に手当を支給した場合

③育児休業取得者の代替要員を新規雇用（派遣受入含む）で確保した場合

以下①②の合計額を支給
（最大125万円）

①業務体制整備経費：5万円
（育休１か月未満の場合は2万円）

②手当支給総額の3/4（※1）
（上限10万円/月、12か月まで）

代替期間に応じた額を支給

最短：7日以上14日未満　   9万円
最長：6か月以上　　　  67.5万円

代替する労働者に支給した手当の額に応じて、助
成金の支給額が増額されます。

代替要員が業務を代替した期間に応じて、助成金の支給額が増額されます。

②短時間勤務中の業務を代替する周囲の労
働者に手当を支給した場合

以下①②の合計額を支給
（最大125万円）

①業務体制整備経費：2万円

②手当支給総額の3/4
（上限3万円/月、子が3歳になるまで）

育児のための短時間勤務制度利用中の労働者の業
務代替への手当支給について、新たに助成金の対
象になりました。

育児休業や短時間勤務の利用期間中の
業務代替を支援します

～両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設～

～電子申請が原則義務となる報告～ 詳しくはこちら
　　　↓

⑼労 基 み え第 205号 令和 6年10月 1 日

三重労働局雇用環境・均等室
TE L  0 5 9 - 2 6 1 - 2 9 7 8

両立支援等助成金　厚生労働省 検索
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公益財団法人 

安全衛生技術試験協会
公益財団法人 

安全衛生技術試験協会

お知らせお知らせ



労 基 み え ⑾第 205号 令和 6年10月 1 日

養
成
講
習
・
特
別
教
育
・
研
修
等

10月24日～25日
10月30日

1 月 8 日～ 9日
11月26日～27日
1 月22日～24日
10月29日～30日
12月 3 日～ 4日
10月 8 日
11月 7 日
12月 5 日
1 月21日
10月 9 日
11月 8 日
12月 6 日
1 月27日
11月12日

12月24日～26日

津フェニックスビル6階講習会場
津フェニックスビル6階講習会場
津フェニックスビル6階講習会場
ホンダアクティブランド（鈴鹿）
ＮＤＳソリューション（四日市）
鈴鹿地域職業訓練センター
津フェニックスビル6階講習会場
ポリテ クセ ンタ ー 伊 勢
津フェニックスビル6階講習会場
ゆめぽりすセンター（伊賀市）
津フェニックスビル6階講習会場
ポリテ クセ ンタ ー 伊 勢
津フェニックスビル6階講習会場
ゆめぽりすセンター（伊賀市）
津フェニックスビル6階講習会場
津フェニックスビル6階講習会場
津フェニックスビル6階講習会場

講習会（養成講習、特別教育、研修等）予定
種　　　　　別 実施月日 会　　　場 受講費用

安 全 衛 生 推 進 者 養 成 講 習
衛 生 推 進 者 養 成 講 習
安 全 管 理 者 選 任 時 研 修
産業用ロボット教示等業務特別教育
産業用ロボット業務特別教育（検査・教示）
化 学 物 質 管 理 者 講 習（ 製 造 ）
化 学 物 質 管 理 者 講 習（ 製 造 ）
化 学 物 質 管 理 者 講 習（ 取 扱 ）
化 学 物 質 管 理 者 講 習（ 取 扱 ）
化 学 物 質 管 理 者 講 習（ 取 扱 ）
化 学 物 質 管 理 者 講 習（ 取 扱 ）
保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 教 育
保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 教 育
保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 教 育
保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 教 育
マスクフィットテスト実施者養成研修
第１種衛生管理者免許試験受験準備講習

（１）原則として、講習予定日の２か月前の月の初営業日から、当連合会のホームページに募集案内、申込書等をアップ（ダウンロード可能）し、申込みを受け付けます。なお、
募集開始以降は、ご要望によりFAXによる案内・申込書の送付もいたします。

（２）申込みについては、当連合会ホームページからインターネットやFAXによりお申し込みください。
　　　一部の講習会の募集について、受付開始後すぐに満席により受付終了する場合があります。
　　〈FAX申込の方〉
　　　入金前に電話にて受付状況を確認願います。受付開始直後は回線が混み合います。送信完了後、しばらく経ってからご連絡ください。
　　〈Web申込の方〉
　　　自動送信の「講習申込仮予約確認」メール受信を確認のうえ、入金ください。
　　　※受付前及び満席後の入金は返金対応となりますのでご注意ください。受付できない場合は、当連合会より順次ご連絡いたします。
（３）受講費用は消費税・テキスト代を含んでいますが、消費税・テキスト代が変更された場合には改定することがありますのでご了解ください。    
（４）県内の各地区労働基準協会の会員事業場と一般事業場（非会員）で一部の受講料が異なります。また、会員事業場は、テキスト代を補助しています。上記受講料は会員事業

場向けとなっています。一般事業場（非会員）は、連合会のホームページで受講費用をご確認ください。

13,580円
9,400円
12,150円
13,030円
35,250円
27,880円
27,880円
17,320円
17,320円
17,320円
17,320円
17,650円
17,650円
17,650円
17,650円
21,280円
19,740円

◆６月１日～30日　全国安全週間準備期間
　6月10日～23日2週間、JR桑名駅・津駅・松阪駅・伊勢市駅構
内に、安全衛生ポスターを掲出しました。
◆６月14日　日本労働安全衛生コンサルタント会三重支部の
　定期総会に出席
　令和6年度定期総会が開催され、専務理事が出席しました。
◆６月17日　三重県RSTトレーナー会の定期総会に出席
　令和6年度定期総会が開催され、専務理事が出席しました。
◆７月２日　「死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ推進大会」共催
　三重労働局主催のもと、労働災害の増加に歯止めをかけ、
死亡災害ゼロ・死傷者数2,000人未満を目指す推進運動を展開
しており、その一環として、各労働災害防止団体と共に共催。
安全衛生の取組に先駆的な事業場の事例発表、安全衛生の専
門家による講演などが行われました。
◆８月６日～20日 　免許試験受験申請書を受付け
　本年10月６日に開催される、労働安全衛生法に基づく免許
試験（三重地区出張特別試験）に関する受験申請書の郵送受
付を実施しました。

◆８月19日　安全衛生部会を開催
　本年度第１回安全衛生部会を開催しました。三重労働局労
働基準部健康安全課長の講話のほか、連合会事業の進捗状況、
三重県産業安全衛生大会および同大会における連合会長表彰
候補等についてご意見をいただきました。
◆８月20日　都道府県労働基準協会等中部ブロック会議に出席
　名古屋市熱田区において「令和6年度都道府県労働基準協会
等中部ブロック会議」が開催され、専務理事が出席しました。
◆８月26日　労働災害防止等関係団体会議に出席
　三重労働局が主催し県内災防団体等をメンバーとする労働災
害防止等関係団体会議に専務理事、事務局長が出席するととも
に、終了後、三重県産業安全衛生大会について共催団体間の打
合せを行いました。
◆８月26日　地区労働基準協会との業務連絡会議を開催
　地区労働基準協会との業務連絡会議を開催し、共催事業であ
る三重県産業安全衛生大会など連合会事業について説明すると
ともに、ご意見をいただきました。また、今後の技能講習運営
方針等について、対応を協議しました。

連合会からのお知らせ連合会からのお知らせ
令和7年1月10日（金）に開催します

安全祈願祭の参加募集は、各地区の労働基準協会を通じ11月に開始する予定です。
新春賀詞交換会については、参加者を限定して開催します。参加募集は致しません。

13：30～
14：30～

場所：伊勢神宮 内宮神楽殿
場所：伊勢神宮 内宮饗膳所

安 全 祈 願 祭
新 春 賀 詞 交 換 会

（令和 6年 6月～ 9月）連合会活動日誌



11月19日～20日

10月15日～16日

12月10日～11日

12月17日～18日

10月 3 日～ 4日

10月10日～11日

11月14日～15日

11月28日～29日

12月12日～13日

1 月16日～17日

1 月30日～31日

10月 8 日～ 9日

12月10日～11日

1 月14日～15日

1 月28日～29日

10月22日～23日

12月 5 日～ 6日

12月24日～25日

10月31日～ 1日

11月26日～27日

1 月16日～17日

10月16日～18日

11月20日～22日

12月18日～20日

1 月22日～24日

10月25日～26日

11月 9 日～10日

12月 7 日～ 8日

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

鈴鹿地域職業訓練センター

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

近 鉄 百 貨 店 四 日 市 店

津フェニックスビル6階講習会場

鈴鹿地域職業訓練センター

近 鉄 百 貨 店 四 日 市 店

近 鉄 百 貨 店 四 日 市 店

津フェニックスビル6階講習会場

鈴鹿地域職業訓練センター

近 鉄 百 貨 店 四 日 市 店

鈴鹿地域職業訓練センター

近 鉄 百 貨 店 四 日 市 店

津フェニックスビル6階講習会場

津フェニックスビル6階講習会場

鈴鹿地域職業訓練センター

北勢自動車協会（四日市）

北勢自動車協会（四日市）

北勢自動車協会（四日市）

北勢自動車協会（四日市）

鈴鹿地域職業訓練センター

ポリテクセンター三重（四日市）

ポリテクセンター三重（四日市）

種　　　　　別 実施月日 会　　　場 受講費用

１２,０４０円

１２,１５０円

１２,１５０円

１２,０９５円

１３,０３０円

１３,０３０円

１３,０３０円

１３,０３０円

１３,０３０円

１３,０３０円

１３,０３０円

１３,０３０円

１３,０３０円

１３,０３０円

１３,０３０円

１２,４８０円

１２,４８０円

１２,４８０円

４８,７８０円

４８,７８０円

４８,７８０円

１７,７６０円

１７,７６０円

１７,７６０円

１７,７６０円

１４,１３０円

１４,１３０円

１４,１３０円

労 基 み え ⑿

プレス機械作業主任者技能講習

乾燥設備作業主任者技能講習

乾燥設備作業主任者技能講習

は い 作 業 主 任 者 技 能 講 習

有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習

石 綿 作 業 主 任 者 技 能 講 習

石 綿 作 業 主 任 者 技 能 講 習

石 綿 作 業 主 任 者 技 能 講 習

建築物石綿含有建材調査者講習

建築物石綿含有建材調査者講習

建築物石綿含有建材調査者講習

ガ ス 溶 接 技 能 講 習

ガ ス 溶 接 技 能 講 習

ガ ス 溶 接 技 能 講 習

高 所 作 業 車 運 転 技 能 講 習
免除なし4 4 , 5 0 0 円
１号免除3 8 , 0 1 0 円
２号免除4 0 , 1 0 0 円

技

　
　
　
　
　能

　
　
　
　
　講

　
　
　
　
　習

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 技 能 講 習

酸 素 欠 乏 ・ 硫 化 水 素 危 険
作 業 主 任 者 技 能 講 習
酸 素 欠 乏 ・ 硫 化 水 素 危 険
作 業 主 任 者 技 能 講 習
酸 素 欠 乏 ・ 硫 化 水 素 危 険
作 業 主 任 者 技 能 講 習
酸 素 欠 乏 ・ 硫 化 水 素 危 険
作 業 主 任 者 技 能 講 習

津 フ ェ ニ ッ ク ス ビ ル
中部電力中勢配電訓練所（美里）

第 205号 令和 6年10月 1 日

養成講習、特別教育等については前頁に記載。

当連合会ホームページから「インターネット申込」が便利です。

令和6年10月～令和7年1月の講習会（技能講習）予定

11月 5日～ 6日
7日・8日


